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(57)【要約】
【課題】重量物に対して優れた緩衝作用を発揮し得る、
耐圧縮破壊強度や耐突刺し強度等の特性が更に高められ
たクッション材と、それを有利に製造し得る方法を提供
する。
【解決手段】筒状形状の袋状凸起１２の多数が配列、形
成されたセル層１４にフィルム層１６を貼り合わせるこ
とにより、それら凸起１２の内側空間内に気体が封入さ
れて、多数のセル１８が形成されてなる構造の緩衝シー
ト１０を基材として、かかる緩衝シート１０の凸起１２
が位置する側の面の全面に亘って、弾性体層２２を一体
的に形成すると共に、凸起１２の上面上に形成される弾
性体層２２部分の厚さが、凸起１２の側面に形成される
弾性体層２２部分の厚さよりも厚くなるように構成した
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状形状の袋状凸起の多数が配列、形成されたセル層にフィルム層を貼り合わせること
により、それら凸起の内側空間内に気体が封入されて、多数のセルが形成されてなる構造
の緩衝シートを基材として、かかる緩衝シートの前記凸起が位置する側の面の全面に亘っ
て弾性体層を一体的に形成すると共に、該凸起の上面上に形成される弾性体層部分の厚さ
が、該凸起の側面に形成される弾性体層部分の厚さよりも厚くなるように構成したことを
特徴とするクッション材。
【請求項２】
　前記弾性体層が、ポリウレタンエラストマによって形成されていることを特徴とする請
求項１に記載のクッション材。
【請求項３】
　前記緩衝シートの前記凸起が設けられていない側の面の全面に亘って、弾性裏打ち層が
、所定厚さにおいて一体的に設けられていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載のクッション材。
【請求項４】
　前記弾性裏打ち層が、ポリウレタンエラストマによって形成されていることを特徴とす
る請求項３に記載のクッション材。
【請求項５】
　前記凸起が、上部が閉塞されてなる円筒形状において形成されていることを特徴とする
請求項１乃至請求項４の何れか一つに記載のクッション材。
【請求項６】
　前記凸起の上面上に形成される弾性体層部分が、上方に凸なる湾曲面形状の表面を有し
て形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一つに記載のクッショ
ン材。
【請求項７】
　筒状形状の袋状凸起の多数が配列、形成されたセル層にフィルム層を貼り合わせること
により、それら凸起の内側空間内に気体が封入されて、多数のセルが形成されてなる構造
の緩衝シートを用い、この緩衝シートの前記凸起が位置する側の面に対して、ポリウレタ
ンエラストマ原料をスプレーコーティングすることにより、ポリウレタンエラストマから
なる弾性体層を一体的に形成すると共に、該凸起の上面上に形成される弾性体層部分の厚
さが、該凸起の側面に形成される弾性体層部分の厚さよりも厚くなるように構成したこと
を特徴とするクッション材の製造法。
【請求項８】
　前記緩衝シートの前記凸起が設けられていない側の面に対して、ポリウレタンエラスト
マ原料をスプレーコーティングすることにより、ポリウレタンエラストマからなる弾性裏
打ち層が全面に亘って一体的に形成されていることを特徴とする請求項７に記載のクッシ
ョン材の製造法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クッション材及びその製造法に係り、特に、重量物を安定的に支持し得る、
耐久性に優れたクッション材と、それを有利に製造し得る方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、梱包用の緩衝材として、シートの一方の面側に、空気等の気体が封入されて
なる小包（セル乃至は気室）の多数を設けてなるものが知られており、それは、種々の物
品に加えられる外力を低減し、また断熱材として利用される包装材として、使用されて来
ている。そして、そのような緩衝材は、例えば、特許文献１～３等に明らかにされている
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如く、セル（エアーセル、気室）となる凸起の形成された樹脂フィルムとフラットな樹脂
フィルムとを積層して、貼り合わせることにより、複数の密封されたセルが形成されてな
る構造のものとして、製造されている。
【０００３】
　しかしながら、この種の緩衝材にあっては、そこで用いられる樹脂フィルムが、極めて
薄いものであるところから、耐圧縮破壊強度が充分でないことに加えて、突き刺し強度が
低く、破れ易いという問題を内在しており、そのために、セルとなる凸起の形成された樹
脂フィルムを中間層として、その両面にフラットな樹脂フィルムを積層してなる三層構造
のものが提案されたり、また、特許文献４等においては、そのような緩衝材を構成する樹
脂フィルムを、特定の物性を有するエチレン（共）重合体等の特定の材質にて形成するこ
とが提案されているが、それらの対策は、何れも、充分なものではなく、特に、重量物の
支持、緩衝や包装等に有利に用いられ得るものではなかったのである。
【０００４】
　すなわち、重量の重い物品が載置されたり、人間がその上に乗ったりしたとき、上述の
如き緩衝材にあっては、それに設けられたセルが、作用する大きな荷重によって破壊（破
裂）されてしまい、有効な緩衝作用や断熱作用が維持され得なくなる問題が惹起されるこ
ととなるのであり、また、緩衝材のセルは、尖鋭な物体にて刺通され易く、そのために、
破れ易い問題は、依然として内在していることに加えて、緩衝材上の物品の移動は極めて
難しく、敢えてそれを行なうと、物品との摩擦によって、セルの破壊が惹起されてしまう
等の問題も内在している。
【０００５】
【特許文献１】特公昭３７－１３７８２号公報
【特許文献２】特公昭３８－３３０号公報
【特許文献３】特開平９－１２３３２０号公報
【特許文献４】特開２００５－５９８９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここにおいて、本発明は、かくの如き事情を背景にして為されたものであって、その解
決課題とするところは、重量物に対して優れた緩衝作用を発揮し得る、耐圧縮破壊強度や
耐突き刺し強度等の特性が更に高められたクッション材と、それを有利に製造し得る方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そして、本発明は、そのような課題を解決するために、筒状形状の袋状凸起の多数が配
列、形成されたセル層にフィルム層を貼り合わせることにより、それら凸起の内側空間内
に気体が封入されて、多数のセルが形成されてなる構造の緩衝シートを基材として、かか
る緩衝シートの前記凸起が位置する側の面の全面に亘って弾性体層を一体的に形成すると
共に、該凸起の上面上に形成される弾性体層部分の厚さが、該凸起の側面に形成される弾
性体層部分の厚さよりも厚くなるように構成したことを特徴とするクッション材を、その
要旨とするものである。
【０００８】
　なお、そのような本発明に従うクッション材にあっては、前記弾性体層は、有利には、
ポリウレタンエラストマによって形成されることとなる。
【０００９】
　また、本発明に従うクッション材の望ましい態様の一つによれば、前記緩衝シートの前
記凸起が設けられていない側の面の全面に亘って、弾性裏打ち層が、所定厚さにおいて一
体的に設けられており、そして、そのような弾性裏打ち層は、有利には、ポリウレタンエ
ラストマによって形成されることとなる。
【００１０】
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　さらに、本発明に従うクッション材においては、前記凸起は、有利には、上部が閉塞さ
れてなる円筒形状において形成されているものである。
【００１１】
　更にまた、本発明に従うクッション材にあっては、有利には、前記凸起の上面上に形成
される弾性体層部分が、上方に凸なる湾曲面形状の表面を有して形成されることとなる。
【００１２】
　そして、本発明にあっては、上述の如きクッション材を有利に製造するために、筒状形
状の袋状凸起の多数が配列、形成されたセル層にフィルム層を貼り合わせることにより、
それら凸起の内側空間内に気体が封入されて、多数のセルが形成されてなる構造の緩衝シ
ートを用い、この緩衝シートの前記凸起が位置する側の面に対して、ポリウレタンエラス
トマ原料をスプレーコーティングすることにより、ポリウレタンエラストマからなる弾性
体層を一体的に形成すると共に、該凸起の上面上に形成される弾性体層部分の厚さが、該
凸起の側面に形成される弾性体層部分の厚さよりも厚くなるように構成したことを特徴と
するクッション材の製造法が採用されるのである。
【００１３】
　なお、そのような本発明に従うクッション材の製造法にあっては、また、前記緩衝シー
トの前記凸起が設けられていない側の面に対して、ポリウレタンエラストマ原料をスプレ
ーコーティングすることにより、ポリウレタンエラストマからなる弾性裏打ち層が全面に
亘って一体的に形成せしめられることとなる。
【発明の効果】
【００１４】
　このように、本発明のクッション材にあっては、セルを形成してなる従来と同様な緩衝
シートを用い、それを基材として、そのセルの上に、所定の弾性体層が、所定厚さにおい
て一体的に形成されているところから、かかるセルの強度が著しく高められており、その
ため、大荷重の重量物が載置された場合にあっても、緩衝シートのセルの破壊が効果的に
抑制され、以て、耐圧縮破壊強度が有利に向上せしめられ得ると共に、尖鋭な物体が接触
しても、それによって、刺通されることが効果的に抑制乃至は阻止され得ることとなるの
であり、これによって、耐突き刺し強度も有利に高められ得たのである。
【００１５】
　しかも、本発明に従うクッション材にあっては、そのセルを構成する緩衝シートにおけ
る凸起の上面上に形成される弾性体層部分の厚さが、かかる凸起の側面に形成される弾性
体層部分の厚さよりも厚くなるように構成されていることにより、セルの変形を、その側
面（側部）の変形にて有効に行ないつつ、重量物の支持をその上面に設けた厚い弾性体層
部分にて効果的に支持せしめ得るのであり、それによって、クッション材上に載置される
重量物を安定性良く支持することが出来るのである。
【００１６】
　また、そのような本発明に従うクッション材にあっては、載置される物体乃至は物品に
接触する面である緩衝シートの凸起の上面に形成される弾性体層が、他の部位よりも厚く
されているところから、そのような載置物を移動させて、そこに摩擦や磨耗を生じさせて
も、セルが簡単に破壊されるようなことがないのであり、このため、そのような載置物を
、クッション材上において自由に移動させることが、可能となったのである。
【００１７】
　そして、このような特徴を有するクッション材は、上記した本発明に従う製造法によっ
て、ポリウレタンエラストマ原料を、緩衝シートの凸起が位置する側の面に対してスプレ
ーコーティングすることにより、容易に且つ簡単に得ることが出来るのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の代表的な実施の形態につい
て、図面を参照しつつ、詳細に説明することとする。
【００１９】
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　先ず、図１及び図２には、本発明に従うクッション材の基材となる緩衝シートの一例が
示されており、そこで、図１は、そのような緩衝シートの平面形態を部分的に示し、また
図２は、図１におけるＡ－Ａ断面を拡大して示している。
【００２０】
　そして、それらの図において、緩衝シート１０は、上部が閉塞されてなる筒状形状、換
言すれば有底の円筒形状を呈する袋状凸起１２の多数が、従来と同様にしてエンボス加工
等によって配列、形成された樹脂フィルムからなるセル層１４と、平坦な形状の樹脂フィ
ルムからなるフィルム層１６とを用いて、前者に対して、後者を、かかるセル層１４の袋
状凸起１２の開口側の面（下面）に貼り合わせることにより、それら凸起１２の内側空間
内に、空気等の気体が封入されて、多数のセル１８が形成されてなる構造において、形成
されている。
【００２１】
　なお、このような構造の緩衝シート１０は、従来と同様な材質、例えばエチレン（共）
重合体等からなる樹脂フィルムを用いて、先の特許文献１～３等に明らかにされている如
き、従来から公知の方法に従って製造されるものであるが、セル層１４やフィルム層１６
を与える樹脂フィルムの厚さとしては、一般に、１０～１００μｍ程度、好ましくは２０
～５０μｍ程度の範囲において、適宜に選定されることとなる。また、セル１８の高さと
しては、一般に、３～１０ｍｍ程度、またその直径は、５～２０ｍｍ程度、セル間の間隙
は、１～２０ｍｍ程度とされることとなる。
【００２２】
　そして、このような構造の緩衝シート１０を基材として用いて構成されてなる、本発明
に従うクッション材の一例が、図３及び図４に、それぞれ平面形態及び拡大された断面形
態において示されている。
【００２３】
　すなわち、それらの図において、本発明に従うクッション材２０は、緩衝シート１０の
凸起１２（セル１８）が位置する側の面（上面）の全面に亘って、所定のエラストマ材料
からなる弾性体層２２が、一体的に形成されているのである。しかも、そのような弾性体
層２２は、図４に示されているように、凸起１２の上面上に形成される弾性体層部分であ
る頂部層２２ａの厚さが、凸起１２の側面に形成される弾性体層部分である側部層２２ｂ
の厚さよりも厚くされており、これによって、厚い頂部層２２ａにて載置荷重を受ける一
方、薄い側部層２２ｂにて変形させられることにより、大荷重を支持しつつ、凸起１２、
ひいてはセル１８が容易に変形させられ得るようになっている。特に、ここでは、頂部層
２２ａが、上方に凸なる湾曲した山形形状となる表面を有する形態において形成されて、
大荷重の支持に有効に対応し得るように構成されている。
【００２４】
　ここで、そのような弾性体層２２を与える弾性体（エラストマ）としては、公知の各種
のものの中から適宜に選定されることとなるが、特に、本発明にあっては、ポリウレタン
エラストマが好適に用いられることとなる。そのようなポリウレタンエラストマ材質の選
定により、弾性体層２２の形成が容易となるばかりでなく、クッション材としての性能も
有利に発揮させることが可能となるのである。
【００２５】
　また、そのような弾性体層２２における頂部層２２ａや側部層２２ｂの厚さは、本発明
に従って、適宜に規定されることとなるが、一般に、厚さの厚い頂部層２２ａは、１～５
ｍｍ程度の厚さにおいて形成され、また、薄い厚さの側部層２２ｂは、０．１～１ｍｍ程
度の厚さにおいて形成されることとなる。そして、本発明においては、頂部層２２ａにお
ける最も厚さの厚い部位の厚さが、側部層２２ｂにおける最も厚さの薄い部位の厚さの２
倍～２０倍程度、好ましくは３倍～１０倍程度となるように、弾性体層２２が構成される
こととなる。
【００２６】
　従って、かくの如き構造のクッション材２０上に、荷重の重い物体である重量物が載置
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せしめられると、図５に示される如く、重量物２４の荷重によって、クッション材２０の
上面側に位置せしめられる凸起１２（セル１８）が変形せしめられるようになるが、そこ
では、その側面に形成される側部層２２ｂの厚さが薄いところから、かかる側部層２２ｂ
の形成部位において屈曲乃至は座屈変形され、厚い厚さの頂部層２２ａが設けられた凸起
１２（セル１８）の上面部位は変形することなく、上下方向に平行移動して、しっかりと
重量物２４の荷重を支持することとなるのであり、これによって、クッション材２０上に
載置された重量物２４は、緩衝作用を受けつつ、安定性良く支持され得ることとなるので
ある。
【００２７】
　しかも、クッション材２０の基材となる緩衝シート１０における凸起１２（セル１８）
形成側の全面に亘って、弾性体層２２が形成されていることにより、凸起１２（セル１８
）の耐圧縮破壊強度が効果的に高められていることは勿論、尖鋭な物体が当接しても、そ
れが、刺通するようなことが、効果的に阻止され得て、その耐突き刺し強度も、効果的に
高められ得ているのであって、これによって、クッション性乃至は緩衝性の耐久度が有利
に高められ得ているのである。
【００２８】
　また、かかるクッション材２０上を物品（２４）が移動せしめられても、そのような移
動操作によって、凸起１２（セル１８）が摩擦や磨耗等によって破壊されることが、厚さ
の厚い頂部層２２ａの存在によって、効果的に阻止されることとなるところから、そのよ
うな載置物の移動に対しても、良好な耐久性を示すものとなるのである。
【００２９】
　このため、そのようなクッション材２０上を、人間が歩行したり、その上に立ったり、
更にはその上で作業等をしたりする、地面の足元マットとしても有効に使用することが出
来、これによって、地面からの断熱や緩衝を図り得るマットとして、有利に用いることも
可能となるのである。
【００３０】
　ところで、かくの如き構造のクッション材２０は、所定の弾性体層２２を、基材として
の緩衝シート１０の少なくともセル層１４側の面に、公知の各種の手法によって形成する
ことによって、得ることが可能であるが、特に、本発明にあっては、図６に示されるよう
に、液状の弾性体材料２５を、スプレーノズル２６によって、上方から、緩衝シート１０
上にスプレーして、コーティングを行なうことにより、本発明に従う厚い頂部層２２ａと
薄い側部層２２ｂを有する弾性体層２２を有利に形成することが出来るのである。
【００３１】
　そして、本発明にあっては、そのようなスプレーコーティングが、ポリウレタンエラス
トマ原料を用いて、好適に行なわれることとなるのである。尤も、このポリウレタンエラ
ストマ原料としては、公知の各種のものが用いられ得るところであるが、特に、常温硬化
型のポリウレタンエラストマ原料が有利に用いられることとなる。なお、そのような常温
硬化型のポリウレタンエラストマ原料とは、一般に、ポリイソシアネート成分として、変
性ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート等のＭＤＩ系イソシアネートを用い、
またポリオール成分として、ポリエーテルポリオール等を用い、更に、それらポリイソシ
アネート成分とポリオール成分とを低温下において迅速に反応硬化せしめる触媒として、
芳香族一級アミン等の芳香族アミンを用いてなるものであって、それらは、各種の市販品
の中から適宜に選択され、例えば、独国：バイエル社から「バイテック（Ｂａｙｔｅｃ）
」の名称にて市販されているものを用いて、２０～６０℃程度の温度下において、スプレ
ーコーティング操作が実施され、反応硬化せしめられるのである。特に、４０～６０℃程
度の比較的に高目の反応温度を採用することにより、凸起１２内に封入された空気が膨張
することで、凸起１２の天井部の落ち込みが阻止乃至は抑制され、これによって、図４に
示される如き上方に円弧状に突出した山形形状が効果的に形成され得ることとなる。なお
、その反応は、各成分の混合の後、約１分程度経過すれば、ある程度の固化状態が実現さ
れ、そして、室温にて３日程度経過すれば、実質的な反応は終了し、最終物性が実現され
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るようになるものである。
【００３２】
　かくの如きスプレーコーティング操作によって、緩衝シート１０のセル層１４上に吹き
付けられたポリウレタンエラストマ原料は、凸起１２の上面上において、上方に凸なる湾
曲山形形状で厚く堆積する一方、その側面には、ポリウレタンエラストマ原料の薄い層が
形成されることとなるのであり、そして、その状態において、ポリウレタンエラストマ原
料の反応硬化が進行することによって、かかる凸起１２の上面上には、厚さの厚い頂部層
２２ａが形成され、また凸起１２の側面には、薄い厚さの側部層２２ｂが形成され、以て
、図３及び図４に示される如き構造のクッション材２０が、簡単に且つ容易に形成され得
るのである。
【００３３】
　特に、かかるスプレーコーティング操作による弾性体層２２の形成に際しては、ポリウ
レタンエラストマ原料を用いることが望ましく、その速い反応硬化速度によって、頂部層
２２ａの厚さと側部層２２ｂの厚さとの差異をより一層拡大せしめることが可能となる利
点があり、ポリウレタンエラストマ自体の優れた緩衝特性と合わせて、本発明において、
有利に採用される構成である。
【００３４】
　ところで、本発明にあっては、上述の如く、セル層１４上に、弾性体層２２を形成する
のみならず、緩衝シート１０の凸起１２が設けられていない側の面、換言すれば、フィル
ム層１６の下面の全面に亘って、図７に示される如く、弾性裏打ち層２８が、所定厚さに
おいて一体的に設けられてなる構造において、クッション材３０を構成することも、有利
に採用され得るところである。このような構造のクッション材３０にあっては、所定厚さ
の弾性裏打ち層２８が、一体的に形成されていることによって、セル１８が上側の弾性体
層２２と下側の弾性裏打ち層２８により取り囲まれた形態となるところから、その耐圧縮
破壊強度や耐突き刺し強度等のセル１８の破壊に対する諸物性を、より一層効果的に高め
得ると共に、弾性裏打ち層２８の存在によって、クッション材３０の緩衝特性等も、より
一層向上せしめられ得ることとなる。
【００３５】
　なお、そのような弾性裏打ち層２８の厚さとしては、クッション材３０の用途に応じて
適宜に選定されることとなるが、一般に、０．５～１０ｍｍ程度の一定の厚さとされ、ま
た、その材質としても、公知の弾性体乃至はエラストマ材料の中から、適宜に選択される
こととなるが、特に、本発明にあっては、緩衝性や耐久性等の観点から、ポリウレタンエ
ラストマ材料が有利に用いられることとなる。
【００３６】
　以上、本発明の代表的な実施の形態について詳述して来たが、それは、文字通りの例示
であって、本発明は、そのような実施形態の記載によって、何等限定的に解釈されるもの
でないことが、理解されるべきである。
【００３７】
　例えば、緩衝シート１０における凸起１２の形状としては、例示の如き円筒形状の他、
角筒形状や楕円筒形状等の各種の筒状形状を採用することが可能であり、また、その配列
形態にあっても、例示の如き千鳥状配置のみならず、碁盤目状、斜行状等の公知の各種の
配列形態が適宜に採用され得るところである。
【００３８】
　また、例示の具体例においては、複数の凸起１２の高さ、ひいてはそれらの上に弾性体
層を形成してなる形態における高さが、何れも、同じ高さとされているが、それら複数の
凸起１２等の高さを、その形成部位によって変化させることも、可能である。
【００３９】
　さらに、弾性体層２２や弾性裏打ち層２８を形成するためのポリウレタンエラストマ原
料に対して、公知の各種の添加剤を配合せしめることも可能であり、特に、それらの層２
２、２８を所望の色に着色するための着色剤を配合せしめることにより、クッション材２
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ろである他、更に、その他の配合剤として、抗菌作用を付与するための抗菌剤、更には光
触媒、紫外線吸収剤等の公知の添加剤を配合せしめることも、可能である。
【００４０】
　更にまた、図４や図７に示されるクッション材２０、３０にあっては、一方の側にのみ
、弾性体層２２を一体的に設けた袋状凸起１２が配置されていたが、それを両側に配置し
てなる構造とすることも可能である。その場合においては、クッション材２０又は３０同
士を、或いはクッション材２０とクッション材３０とを、それらの裏面を突き合わせて重
ね合わせ、接着剤等にて接合せしめてなる構造が、採用されることとなる。
【００４１】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変形、修正
、改良等を加えた態様において、実施され得るものであり、また、そのような実施の態様
が、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、何れも、本発明の範疇に属するものである
ことが、理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明において用いられる緩衝シートの一例を示す平面形態の部分説明図である
。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面拡大説明図である。
【図３】本発明に従うクッション材の一例を示す平面形態の部分説明図である。
【図４】図３におけるＢ－Ｂ断面拡大説明図である。
【図５】図４に示されるクッション材の上に、重量物を載置せしめてなる形態を示す断面
説明図である。
【図６】本発明に従うクッション材の製造に際して採用されるスプレーコーティング操作
の一工程を示す説明図である。
【図７】本発明に従うクッション材の他の一例を示す、図４に対応する断面説明図である
。
【符号の説明】
【００４３】
１０　緩衝シート                        １２　袋状凸起
１４　セル層                            １６　フィルム層
１８　セル                              ２０　クッション材
２２　弾性体層                          ２２ａ　頂部層
２２ｂ　側部層                          ２４　重量物
２５　弾性体材料                        ２６　スプレーノズル
２８　弾性裏打ち層                      ３０　クッション材
                                                                                



(9) JP 2010-46841 A 2010.3.4

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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